
資料２ 
学校法⼈会計基準の諸課題に関する検討ワーキンググループについて 

 
１．⽬的 

令和５年５⽉の私⽴学校法改正に伴い、学校法⼈会計基準を私⽴学校法に位置づけたこ
とから、「学校法⼈会計基準の在り⽅に関する検討会」において会計基準の改正内容を検
討し、報告書を取りまとめた。当該報告書において、セグメントの原則的な配分基準とし
て定める「経済実態をより適切に表す配分基準」の検討が別途必要であるとされているほ
か、継続的な議論が必要とされている論点が記載されている。 

これらを踏まえ、私⽴学校の特性を踏まえつつ、セグメントの配分基準及びその他検討
が必要な事項を検討することを⽬的に、「学校法⼈会計基準の在り⽅に関する検討会につ
いて」（令和５年５⽉１８⽇ 令和６年１⽉〇⽇⼀部改正 ⾼等教育局⻑決定）３．（３））
に基づき、「学校法⼈会計基準の在り⽅に関する検討会」の下に、ワーキンググループ（「学
校法⼈会計基準の諸課題に関する検討ワーキンググループ」と称する。）を設ける。 

 
２. 検討事項 

(ア) セグメント情報における配分基準（ 「経済実態を適切に表す配分基準」） 
・⼈件費の配分基準（複数セグメントを兼務する教員、管理部⾨の職員、附属病院

⼈件費等） 
・共通経費（光熱⽔費、減価償却費、⽀払利息等）の配分基準 
・ 「学校法⼈」部⾨の配分基準 等 

(イ) その他検討が必要な事項 
・セグメント情報における例外的な配分基準の取扱い 
・セグメント情報における貸借対照表項⽬や収益事業の在り⽅ 
・事業活動収⽀計算書の様式（経年⽐較） 
・⼦法⼈・出資による会社情報の開⽰の在り⽅ 
・計算書類の簡素化 等 

  ※（ア）について優先して検討し、その後（イ）について検討する。 
 
３. 実施⽅法 

・有識者の協⼒を得て、上記２に掲げる事項について検討を⾏う。 
・必要に応じ、有識者以外の者にも協⼒を求める。 
 

  



資料２ 
４．スケジュール（案） 

令和６年１⽉   WG のメンバーの⼈選を⾏い WG を⽴ち上げ、「学校法⼈会計基準
の在り⽅に関する検討会」にメールで報告。 

 
令和６年２⽉〜 第１回 WG（以降、⽉に１回のペースで WG 開催）。 
         第１回は、論点整理。第２回以降、個別の論点について審議。 
 

令和〇年〇⽉    新基準案の審議状況を「学校法⼈会計基準の在り⽅に関する検討会」
に新基準案を中間報告。 

 
その後、新基準案を取りまとめ、 「学校法⼈会計基準の在り⽅に関す
る検討会」に上げて、決定する。 
この際、⼗分な審議時間を確保する。 
 

           新基準案を取りまとめた後、その他の検討課題について検討を進め、 
まとまり次第、「学校法⼈会計基準の在り⽅に関する検討会」に上げ
て、決定する。 


